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２ 

66,956 67,814 71,408 72,018 71,346 73,071 74,000 75,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年 令和７年 令和12年

（人）

18.1 16.8 15.8 15.5 14.5 13.7 13.0 12.5

68.4 67.2 66.5 64.4 62.7 62.6 63.2 63.2

13.5 16.1 17.7 20.1 22.8 23.7 23.8 24.3

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年 令和７年 令和12年

（％）

15歳未満 15～64歳 65歳以上

 

第２章 

障害者を取り巻く現状 
 

１ 碧南市全体の状況 
 

本市の総人口は、平成２２年までは増加していましたが、平成２７年では減少に転じてい

ます。今後は、若者や外国人などを中心に増加していることを踏まえ、総人口の増加を見込

んでいます。 

年齢３区分別人口割合をみると、１５歳未満の人口割合が減少、６５歳以上の人口割合が

増加しており、今後も少子高齢化が進行していくことが見込まれます。 

■総人口の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（平成２７年まで）国勢調査、（令和２年以降）経営企画課 

■年齢３区分別人口割合の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

推計 

推計 

資料：（平成２７年まで）国勢調査、（令和２年以降）経営企画課 
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２ 障害者の状況 

（１）障害者手帳所持者数 

 障害者手帳所持者数は、令和２年度で身体障害者手帳所持者数は２，１５７人、療育手帳

所持者数は６４６人、精神障害者保健福祉手帳所持者数は５６５人となっています。平成２

８年度から令和２年度の推移をみると、全体では増加しています。手帳別にみると、身体障

害者手帳所持者数はおおむね横ばい傾向、療育手帳所持者数、精神障害者保健福祉手帳所持

者数は増加傾向となっています。 

 ■障害者手帳所持者数の推移     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度４月１日） 

  

2,190 2,181 2,187 2,148      

567    616 626 646

412 465    533    

3,169 3,237 3,313 3,307 3,368

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成  年 平成29年 平成  年 令和元年 令和２年 

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳所持者

（人）
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（２）身体障害者手帳所持者数 

 身体障害者手帳所持者数は、年齢別では６５歳以上が最も多く、次いで４０～６４歳とな

っています。平成２８年度から令和２年度の推移をみると、６５歳以上、４０～６４歳では

減少傾向となっています。 

 等級別では、最重度である１級が最も多く、次いで３級、４級となっています。平成２８

年度から令和２年度の推移をみると、１級で増加傾向、２級、３級で減少傾向となっていま

す。 

■年齢別身体障害者手帳所持者数の推移     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度４月１日） 

■等級別身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度４月１日）  

47 48 46 45 48

136 142 139 139 140

530 518 515 510 512

1,477 1,473 1,487 1,454 1,457

0
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1,000
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18歳未満 18～39歳 40～64歳 65歳以上

（人）

641 655 677       
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501       468 474

457 460 458 449    

   134 140 131 132

83 86     85
0

200

400

600

800

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 

  ２ ３ ４ ５ ６ 

（人）
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 障害種別では、肢体不自由が最も多く、次いで心臓機能障害、腎臓機能障害となっていま

す。平成２８年度から令和２年度の推移をみると、その他内部障害で増加傾向、肢体不自由

で減少傾向となっています。 

■障害種別身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度４月１日） 

 

  

126 124 124 126 131

138
144 136 130

133

21 19 18 17 17

335 335 340 342 331

221
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129
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その他内部障害
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～ 
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（３）療育手帳所持者数 

 療育手帳所持者数は、年齢別では１８～３９歳が最も多く、次いで１８歳未満となってい

ます。平成２８年度から令和２年度の推移をみると、いずれの年齢層でも増加していますが、

特に１８歳未満、１８～３９歳で大きく増加しています。 

 等級別では、重度であるＡ判定と軽度であるＣ判定が多くなっています。平成２８年度か

ら令和２年度の推移をみると、いずれの等級でも増加していますが、特にＢ判定、Ｃ判定で

大きく増加しています。 

■年齢別療育手帳所持者数の推移     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度４月１日） 

■等級別療育手帳手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度４月１日） 
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（４）精神障害者保健福祉手帳所持者数 

 精神障害者保健福祉手帳所持者数は、年齢別では４０～６４歳が最も多く、次いで１８～

３９歳となっています。平成２８年度から令和２年度の推移をみると、いずれの年齢層でも

増加していますが、特に４０～６４歳、１８～３９歳で大きく増加しています。 

等級別では、２級が最も多く、次いで３級となっています。平成２８年度から令和２年度

の推移をみると、いずれの等級でも増加していますが、特に２級で大きく増加しています。 

■年齢別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度４月１日） 

 

■等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度４月１日） 
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（５）自立支援医療利用者数 

 自立支援医療利用者数は、精神通院では増加傾向となっています。更生医療は１４０～１

７０人台、育成医療は１０人以下で推移しています。 

■自立支援医療利用者数の推移     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年度１０月１日） 

（６）難病等患者数 

 指定難病等患者数は、難病法施行に伴う特定医療費支給の経過措置期間が平成２９年１２

月末に終了し平成３０年度で減少していますが、その後は年度によって数値が増減していま

す。 

小児慢性特定疾病認定者数は、年度によって数値が増減しています。 

■難病等患者数の推移     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 衣浦東部保健所（各年度４月１日）  
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３ 療育・就学等の状況 

（１）特別支援学級 

 特別支援学級（小学校）の児童生徒数は、年々増加しており、全児童生徒に占める割合も

増加しています。 

特別支援学級（中学校）の児童生徒数は、年度によって数値が増減しています。全児童生

徒に占める割合も数値が増減していますが、平成２８年度から令和２年度の推移でみると、

増加傾向となっています。 

■特別支援学級（小学校）の児童生徒数の推移     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：教育委員会（各年度末、令和２年度は６月末） 

■特別支援学級（中学校）の児童生徒数の推移     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：教育委員会（各年度末、令和２年度は６月末） 
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（２）特別支援学校 

 特別支援学校（小学部）の児童生徒数は、年度によって数値が増減しており、２０～２５

人程度で推移しています。 

特別支援学校（中学部）の児童生徒数は、年度によって数値が増減しており、１０～１５

人程度で推移しています。 

■特別支援学校（小学部）の児童生徒数の推移     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：教育委員会（各年度末、令和２年度は６月末） 

■特別支援学校（中学部）の児童生徒数の推移     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：教育委員会（各年度末、令和２年度は６月末） 
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４ 前回計画の目標の達成状況 

【第５期障害福祉計画】 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

平成２８年度末の福祉施設の入所者数３６人を基準に、令和２年度に施設入所者数を３４

人、施設入所者数を２人削減、施設入所から地域生活へ移行する人数を４人とすることを目

標として設定していました。令和元年度時点では、施設入所者数３３人、施設入所者の削減

数３人、施設入所から地域生活へ移行する人数１人となっており、施設入所者の削減数は目

標を達成しています。 

 

 

項 目 数値 現状値（令和元年度） 

平成２８年度末の施設入所者数 ３６人  

施設入所者 
【目標】 

３４人 
３３人 

施設入所者の削減数 
【目標】 

２人 
３人 

施設入所から地域生活へ移行する人数 
【目標】 

４人 
１人 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステム＊の構築 

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置について、令和２年度末まで

に市単独で設置することを目標として設定していました。令和元年度では、地域生活支援部

会をこの協議の場に位置づけ、市で単独設置済みとなっており目標を達成しています。 

地域移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量について、令和２年度までに長

期入院患者の地域生活への移行者数を６５歳以上で６人、６５歳未満で７人とすることを目

標として設定していました。令和元年度では、６５歳以上で０人、６５歳未満で１人となっ

ており、目標は達成できていません。 

 

項 目 目標 現状値（令和元年度） 

市町村ごとの保健、医療、福祉関係者 
による協議の場の設置 

市で単独設置 市で単独設置済 

地域移行に伴う地域の 
精神保健医療福祉体制の基盤整備量 

（長期入院患者の地域生活への移行者数） 

６５歳以上：６人 
６５歳未満：７人 

６５歳以上：０人 
６５歳未満：１人 
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（３）地域生活支援拠点等＊の整備 

令和２年度末までに、市単独で地域生活支援拠点等＊を整備することを目標として設定して

いました。令和元年度では市で単独設置済みとなっており、目標を達成しています。 

 

項 目 目標 現状値（令和元年度） 

地域生活支援拠点等＊ 
市で単独整備 

（近隣市との圏域で共同設置も検討） 
市で単独整備済 

 

 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行など 

一般就労への移行者数について、平成２８年度の８人を基準に、令和元年度に１０人とす

ることを目標として設定していました。令和元年度では５人となっており、目標は達成でき

ていません。 

就労移行支援事業利用者数について、平成２８年度の１７人を基準に、令和元年度に１９

人とすることを目標として設定していました。令和元年度では２０人となっており、目標を

達成しています。 

就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合について、令和元年度に２５％とするこ

とを目標として設定していました。令和元年度では１００％となっており、目標を達成して

います。 

就労定着支援事業による１年後の職場定着率について、令和元年度に４０％とすることを

目標として設定していました。令和元年度では８３．３％となっており、目標を達成してい

ます。 

 

項 目 数値 平成２８年度 令和元年度 

福祉施設から一般就労への移行者 

目標値  １０人 

実績値 ８人 ５人 

就労移行支援事業利用者数 
目標値  １９人 

実績値 １７人 ２０人 

就労移行率３割以上の 
就労移行支援事業所の割合 

目標値  ２５％ 

実績値  １００％ 

就労定着支援事業による 
１年後の職場定着率 

目標値  ４０％ 

実績値  ８３．３％ 
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【第１期障害児福祉計画】 

（５）障害児支援の提供体制の整備等 

児童発達支援センター＊の設置について、令和２年度までに市で１か所設置することを目標

として設定していました。令和元年度では設置されていません。 

保育所等訪問支援について、令和２年度末までに市内で利用できる体制を構築することを

目標として設定していました。令和元年度では構築済みとなっており、目標を達成していま

す。 

重症心身障害児＊を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所につい

て、令和２年度までに圏域または市内で確保することを目標として設定していました。令和

元年度では、圏域にて確保済みとなっており、目標を達成しています。 

医療的ケア＊児支援のための関係機関の協議の場の設置について、平成３０年度末までに圏

域または市で設置することを目標として設定していました。令和元年度では、こども部会をこ

の協議の場に位置づけ、市で設置済みとなっており、目標を達成しています。 

 

項 目 目標 現状値（令和元年度） 

児童発達支援センター＊の設置 市で１か所設置 設置なし 

保育所等訪問支援の充実 市内で構築 市内で構築済 

重症心身障害児＊を支援する児童発達支援 
事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 

圏域または市内で確保 圏域にて確保済 

医療的ケア＊児支援のための 
関係機関の協議の場の設置 

圏域または市で設置 市で設置済 
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５ 障害福祉サービス等の提供状況 
※令和２年度については、７月時点の状況に基づき記載しています。 

（１）訪問系サービス  

訪問系サービスは、障害者等が在宅でより生活しやすくするためのサービスです。 

利用者数は、居宅介護、同行援護でほぼ見込み通りとなっています。行動援護、重度障害

者等包括支援については利用実績がありませんでした。 

 
（単位：１月あたりの利用者数、１月あたりの延べ時間） 

区分 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

見込量 実績量 見込量 実績量 見込量 実績量 

居宅介護 
人 88 89 90 90 92 99 

時間 2,288 2,103 2,340 2,232 2,392 2,462 

重度訪問介護 
人 1 1 1 0 1 0 

時間 388 271 388 0 388 0 

同行援護 
人 7 8 7 8 7 6 

時間 42 49 42 43 42 32 

行動援護 
人 1 0 1 0 2 0 

時間 6 0 6 0 12 0 

重度障害者等 

包括支援 

人 1 0 1 0 1 0 

時間 388 0 388 0 388 0 
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（２）日中活動系サービス  

日中活動系サービスは、障害者等の昼間の活動を支援するサービスです。 

利用者数は、就労継続支援（Ｂ型）、就労定着支援、療養介護で見込量を上回っています。

利用延べ日数のみでは、短期入所（医療型）で見込量を上回っています。自立訓練（機能訓

練）については利用実績がありませんでした。 

 
（単位：１月あたりの利用者数、１月あたりの延べ日数） 

区分 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

見込量 実績量 見込量 実績量 見込量 実績量 

生活介護 
人 178 175 181 184 184 170 

日 3,560 3,347 3,620 3,370 3,680 3,416 

自立訓練 

（機能訓練） 

人 1 0 1 0 1 0 

日 20 0 20 0 20 0 

自立訓練 

（生活訓練） 

人 5 3 5 1 5 2 

日 235 62 235 58 235 55 

就労移行支援 
人 18 11 20 13 22 17 

日 324 200 360 231 396 295 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人 51 44 57 45 63 44 

日 969 841 1,083 880 1,197 867 

就労継続支援

（Ｂ型） 

人 88 97 97 108 106 113 

日 1,408 1,582 1,552 1,809 1,696 1,993 

就労定着支援 人 1 3 3 7 5 8 

療養介護 
人 10 10 10 10 10 11 

日 297 301 297 302 297 328 

短期入所 

（福祉型） 

人 68 63 70 63 72 28 

日 136 193 140 191 144 107 

短期入所 

（医療型） 

人 1 1 1 1 2 1 

日 2 8 2 9 4 7 
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（３）居住系サービス  

居住系サービスは、入所施設で住まいの場を提供するサービスです。 

利用延べ日数は、共同生活援助で見込量を上回っています。自立生活援助については利用

実績がありませんでした。 

 
（単位：１月あたりの利用者数、１月あたりの延べ日数） 

区分 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

見込量 実績量 見込量 実績量 見込量 実績量 

自立生活援助 人 1 0 1 0 2 0 

共同生活援助 
人 40 41 43 43 46 45 

日 1,080 1,135 1,161 1,214 1,242 1,274 

施設入所支援 
人 36 34 35 35 34 33 

日 1,044 1,022 1,015 1,032 986 992 

 

 

 

（４）相談支援 

相談支援のサービスは、計画相談支援、地域移行支援及び地域定着支援があります。 

利用者数は、計画相談支援で見込量を下回っています。地域定着支援については利用実績

がありませんでした。 

 
（単位：１月あたりの利用者数） 

区分 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

見込量 実績量 見込量 実績量 見込量 実績量 

計画相談支援 人 56 53 64 53 72 56 

地域移行支援 人 1 1 1 1 2 0 

地域定着支援 人 1 0 1 0 2 0 
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（５）障害児通所支援事業 

障害児通所支援事業は、障害児が身近な地域で適切な支援が受けられるようにするととも

に、年齢や障害特性に応じた専門的な支援を提供するサービスです。 

利用者数は、児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援で見込量を上回っていま

す。医療型児童発達支援については利用実績がありませんでした。 

 
（単位：１月あたりの利用者数、１月あたりの延べ日数、配置数） 

区分 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

見込量 実績量 見込量 実績量 見込量 実績量 

児童発達支援 
人 43 77 51 61 59 69 

日 215 320 255 369 295 365 

医療型 

児童発達支援 

人 1 0 1 0 1 0 

日 1 0 1 0 1 0 

放課後等 

デイサービス 

人 136 158 157 156 178 151 

日 1,088 1,065 1,256 1,199 1,424 1,207 

保育所等 

訪問支援 

人 52 56 57 73 60 83 

日 52 56 57 73 60 83 

居宅訪問型 

児童発達支援 

人 1 0 1 2 2 2 

日 5 0 5 9 10 9 

障害児相談 

支援 
人 15 29 17 27 19 27 

医療的ケア＊児

に対する関連

分野の支援を

調整するコー

ディネーター

の配置 

人 1 2 1 2 1 2 
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（６）子ども・子育て支援事業 

子ども・子育て支援事業では、障害の有無に関わらず児童が共に成長できるよう、保育所

及び放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）等における障害児の受け入れの体制整備

を行います。 

利用者数は、保育所で見込量を上回っています。 

 
（単位：１年あたりの利用者数） 

区分※１ 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

見込量 実績量 見込量 実績量 見込量 実績量 

保育所※２ 人 94 99 94 115 94 123 

幼稚園 人 63 62 63 59 63 62 

放課後児童 

健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 
人 83 69 83 94 83 63 

にじの学園 人 24 26 24 24 24 12 

※１ にじの学園以外は、加配対象の利用者数 

※２ 保育所には、認定こども園の人数も含む 
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（７）地域生活支援事業 

地域生活支援事業は、障害者及び障害児が、自立した日常生活または社会生活を営むこと

ができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ柔軟な形態により実施するサービスです。 

利用者数は、コミュニケーション支援事業の手話通訳者派遣事業、日常生活用具給付等事

業の居宅生活動作補助用具（住宅改修費）で見込量を上回っています。 

 
 

区分 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

見込量 実績量 見込量 実績量 見込量 実績量 

理解促進研修・啓発事業 か所 1 2 1 2 1 2 

自発的活動支援事業 か所 ２ 2 ２ 2 ２ 2 

相談支援事業       

 

障害者相談支援事業 か所 1 1 1 1 1 1 

基幹相談支援センタ

ー＊等機能強化事業 
か所 1 1 1 1 1 1 

基幹相談支援センター＊ か所 1 1 1 1 1 1 

地域自立支援協議会 か所 1 1 1 1 1 1 

住宅入居等支援事業 
実施 

有無 
無 無 無 無 無 無 

成年後見制度利用支援

事業 
年間 

実人数 
3 1 4 1 5 1 

成年後見制度法人後見

支援事業 
か所 1 1 1 1 1 1 

コミュニケーション支援事業       

 

手話通訳設置事業 
年間 

実人数 

8 7 8 9 8 7 

手話通訳者派遣事業 1 7 1 4 1 3 

要約筆記者派遣事業 1 0 1 0 1 0 

日常生活用具給付等事業       

 

介護・訓練支援用具 

年間 

延件数 

5 4 5 8 5 4 

自立生活支援用具 5 6 5 10 5 4 

在宅療養等支援用具 11 12 11 9 11 6 

情報・意思疎通支援用具 7 6 7 5 7 5 

排泄管理支援用具 1,941 972 1,941 1,031 1,941 483 

居宅生活動作補助用

具（住宅改修費） 
2 3 2 2 2 4 
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区分 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

見込量 実績量 見込量 実績量 見込量 実績量 

手話奉仕員養成研修事業 か所 1 1 1 1 1 1 

移動支援事業 

か所 13 14 13 16 13 18 

実人数 94 102 94 101 94 65 

時間/月 755 784 755 842 755 734 

地域活動支援センター

事業 

か所 1 1 1 1 1 1 

実人数 27 21 27 21 27 23 

開所 

日数 
193 193 193 193 193 193 

訪問入浴サービス事業 

か所 2 1 2 1 2 1 

実人数 9 4 9 5 9 5 

日/月 54 24 54 24 54 41 

生活訓練等事業 か所 1 1 1 1 1 1 

日中一時支援事業 

か所 14 10 14 11 14 14 

実人数 130 192 132 153 134 58 

日/月 260 248 264 234 268 108 

巡回支援専門員整備事業 か所 1 1 1 1 1 1 

レクリエーション等活

動等支援事業 
か所 1 1 1 1 1 1 

芸術文化活動振興事業 か所 1 1 1 1 1 1 

声の広報発行事業 実人数 11 10 11 7 11 7 

奉仕員養成研修事業 か所 1 1 1 1 1 1 

複数市町村における意

思疎通支援の共同実施

促進事業 

か所 1 1 1 1 1 1 
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（８）その他の事業 

障害福祉サービス、障害児通所支援事業及び地域生活支援事業以外にも、様々な障害福祉

施策を実施しています。代表的なものとして、自立支援医療給付事業、補装具費給付事業が

あります。 

利用者数は、更生医療及び精神通院医療で見込量を上回っています。 

 
（単位：受給実人数、年間件数） 

区分 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

見込量 実績量 見込量 実績量 見込量 実績量 

自立支援医療給付事業       

 

更生医療 人 184 197 184 217 184 170 

育成医療 人 17 7 17 8 17 8 

精神通院医療 人 954 994 954 1,119 954 1,239 

補装具費給付事業

(交付、修理、貸付） 
件 91 83 91 110 91 34 
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６ アンケート調査結果 
 

本計画の策定にあたり、障害福祉に関する現状や課題などを把握し計画策定に活かすた

め、アンケート調査を実施しました。 

■調査の概要 

対象者 調査期間 調査対象数 調査手法 回収率 

障害当事者 

（１８歳以上） 令和２年 

５月２２日～ 

６月４日 

１，７００件 
郵送配布、 

郵送回収 

５６．４％ 

障害児通所支援事業 

利用者（１８歳未満） 
３００件 ５８．０％ 

＊障害当事者（１８歳以上）を“障害者“、障害児通所支援事業利用者（１８歳未満）を“障害児“とします。 

＊以下のグラフ中の“Ｎ”は、Number of Cases の略で、各設問に該当する回答者総数を表します。 

（１）暮らしや生活支援について 

今後の暮らしの意向について、障害者全体で［家族と一緒に暮らしたい］が最も高く、次

いで、［一人で暮らしたい］となっています。手帳別でみると、療育手帳所持者で［福祉施設

（障害者支援施設、高齢者福祉施設など）で暮らしたい］［仲間と共同生活がしたい（グルー

プホーム）］が他と比べて高くなっています。障害児では、［自立してアパートやマンション

を借りるなどして暮らしてほしい］が最も高く、次いで［自宅で家族と一緒に暮らしてほし

い］となっています。 

■今後の暮らしの意向（障害者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

  

10.7      5.6 

2.7 1.3 

8.1 4.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害者全体（N＝959）

10.1 

9.2 

20.0 

1.7 

     

43.9 

51.0 

85.0 

6.1 

10.2 

3.0 

3.3 

    

18.4 

1.0 

1.7 

1.2 

1.0 

3.0 

0.0 

    

12.2 

13.0 

8.3 

2.2 

5.1 

9.0 

0.0 

身体障害者

手帳所持者  ＝   ）

療育手帳所持者(N＝98）

精神障害者保健福祉

手帳所持者(N＝100）

手帳所持なし(N＝60）

【手帳別】

一人で暮らしたい

家族と一緒に暮らしたい

福祉施設（障害者支援施設、高齢者福祉施設など）で暮らしたい

  と  生  したい（       ）

その他

わからない

不明・無回答
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■今後の暮らしの意向（障害児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悩みごとについて、障害者全体で［自分の健康や治療のこと］が最も高くなっています。

手帳別でみると、療育手帳所持者で［周りとのコミュニケーションが難しいこと］、精神障害

者保健福祉手帳所持者で［医療費、生活費など経済的なこと］［仕事や就職のこと］、手帳所

持なしで［自分の健康や治療のこと］が他と比べて高くなっています。障害児では、［お子さ

んの育児や療育・教育のこと］が最も高く、次いで［外出や移動のこと］となっています。 

■悩みごと（上位３位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※障害者と障害児では選択肢が異なっています。 

  

 

障害者 

障害児 

（N＝174） 身体障害者手帳所

持者(N＝670） 

療育手帳所持者 

(N＝98） 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者 

(N＝100） 

手帳所持なし 

(N＝60） 

１ 
自分の健康や治療

のこと（51.9％） 

自分の健康や治療

のこと（33.7％） 

自分の健康や治療

のこと（53.0％） 

自分の健康や治療

のこと（66.7％） 

お子さんの育児や

療育・教育のこと

（59.8％） 

２ 
緊急時や災害時の

こと（27.9％） 

緊急時や災害時の

こと（32.7％） 

医療費、生活費な

ど経済的なこと

（51.0％） 

医療費、生活費な

ど経済的なこと

（31.7％） 

外出や移動のこ

と（25.3％） 

３ 
外出や移動のこ

と（23.3％） 

医療費、生活費な

ど経済的なこと 

周りとのコミュ

ニケーションが

難しいこと 

（29.6％） 

仕事や就職のこ

と（42.0％） 

特にない

（25.0％） 

お子さんの障害

や必要な配慮に

ついて、周りの理

解が得られない

こと（22.4％） 

 

37.9 25.3 13.8 

3.4 

5.7 12.1 1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害児（N＝174）

自立してアパ トやマンションを借りるなどして暮らしてほしい

自宅で家族と一緒に暮らしてほしい

  と  生 （       など）で暮らしてほしい

障害者入所施設などで暮らしてほしい

その他

わからない

不明・無回答
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障害福祉サービスは、身体障害者手帳所持者で［短期入所］、療育手帳所持者で［短期入所］

［計画相談支援］、精神障害者保健福祉手帳所持者で［就労継続支援Ａ・Ｂ型］、手帳所持な

しで［自立訓練（機能訓練・生活訓練）］について、それぞれ利用意向が高くなっています。

障害児では、［放課後等デイサービス］の利用意向が最も高くなっています。 

■障害福祉サービスの今後の利用意向（上位３位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）障害児支援について 

障害児支援で充実を求めるものは、障害

児で［言語療法・理学療法・作業療法の機

会］が最も高く、次いで［児童・生徒の障

害への理解を促す教育］となっています。 

  

 

障害者 

障害児 

（N＝174） 身体障害者手帳所

持者(N＝670） 

療育手帳所持者 

(N＝98） 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者 

(N＝100） 

手帳所持なし 

(N＝60） 

１ 
短期入所 

（41.8％） 短期入所 

計画相談支援 

（44.9％） 

就労継続支援 A・

B 型 

（41.0％） 

自立訓練（機能訓

練・生活訓練） 

（36.7％） 

放課後等デイサ

ービス 

（62.1％） 

２ 

自立訓練（機能訓

練・生活訓練） 

（38.4％） 

計画相談支援 

（40.0％） 

短期入所 

（33.3％） 

障害児相談支援 

（52.9％） 

３ 

居宅介護・重度訪

問介護 

（38.1％） 

行動援護・同行援

護 

（35.7％） 

就労定着支援 

（34.0％） 

居宅介護・重度訪

問介護 

（28.3％） 

保育所等訪問支

援 

（46.0％） 

 

■障害児支援で充実を求めるもの（上位５位） 

（障害児） 

42.5 

40.8 

36.8 

36.2 

34.5 

0% 20% 40% 60% 80%

言語療法・

理学療法・

作業療法の機会

児童・生徒の

障害への理解を

促す教育

個々の障害に

あった教育・

療育の機会

進学相談・

進路指導

障害特性に

あった

教育環境

障害児

（N＝174）
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通園、通学で困っていることは、

障害児で［特にない］を除き、［園や

学校が遠い］が最も高く、次いで［授

業や活動についていけない］となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）就労について 

収入を得る仕事の状況は、障害者全体で、［働いていない］が最も高くなっています。手

帳別でみると、療育手帳所持者で［正社員として働いている］［施設、作業所（就労継続支

援Ａ型、Ｂ型）で働いている（福祉的就労）］、手帳所持なしで［自営業で働いている］が他

と比べて高くなっています。 

■収入を得る仕事の状況（障害者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

9.8 6.3 5.8 7.4 

    2.6 

62.8 3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N＝959）

9.7 

14.3 

6.0 

     

4.3 

10.2 

12.0 

6.7 

5.7 

1.0 

1.0 

     

3.0 

40.8 

20.0 

0.0 

2.4 

1.0 

2.0 

    

1.8 

7.1 

3.0 

3.3 

69.9 

24.5 

54.0 

     

3.3 

1.0 

2.0 

1.7 

身体障害者

手帳所持者(N＝670）

療育手帳所持者(N＝98）

精神障害者保健福祉

手帳所持者(N＝100）

手帳所持なし  ＝  ）

【手帳別】

正社員として働いている

パ ト・ア バイトとして働いている

自営業で働いている

施設、作業所（就労継続支援Ａ型、Ｂ型）で働いている（福祉的就労）

内職・自営業の手伝い

その他

働いていない

不明・無回答

■通園、通学で困っていること（上位５位）（障害児） 

 

44.0 

19.5 

13.8 

9.4 

8.2 

0% 20% 40% 60%

特にない

園や学校 遠い

授業や 動に

ついていけない

先生の理解 

足りない

児童・生徒の

理解 足りない

障害児

（N＝159）
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 就労支援として必要なことは、［わからない］を除き、障害者全体で［職場の上司や同僚

の障害に対する理解］が最も高くなっています。企業や従業員への障害理解が求められてい

ます。 

■就労支援として必要なこと（上位３位）（障害者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）障害理解や地域共生について 

障害があることで嫌な思いをすることは、障害者全体で、〚ある〛が約４割、［ない］が約

５割となっています。手帳別でみると、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者で

〚ある〛が他と比べて高くなっています。障害児では、〚ある〛が約６割、［ない］が約４割

となっています。     ＊〚ある〛…［ある］と［少しある］の合算 

■障害があることで嫌な思いをすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

障害者 

身体障害者手帳所持者

(N＝670） 

療育手帳所持者 

(N＝98） 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者 

(N＝100） 

手帳所持なし 

(N＝60） 

１ 
わからない

（28.4％） 

職場の上司や同僚の

障害に対する理解

（36.7％） 

職場の上司や同僚の

障害に対する理解

（43.0％） 

職場の上司や同僚の

障害に対する理解

（30.0％） 

２ 

職場の上司や同僚の

障害に対する理解

（20.0％） 

企業の障害者雇用に

対する理解

（29.6％） 

企業の障害者雇用に

対する理解

（37.0％） 

短時間勤務や勤務日

数等の配慮

（23.3％） 

３ 
通勤手段の確保

（19.9％） 

通勤手段の確保

（27.6％） 

短時間勤務や勤務日

数等の配慮

（31.0％） 

わからない

（20.0％） 

 

     

36.7 

     

5.0 

25.7 

36.7 

36.0 

15.0 

     

19.4 

     

70.0 

4.0 

7.1 

3.0 

10.0 

身体障害者

手帳所持者  ＝   ）

療育手帳所持者(N＝98）

精神障害者保健福祉

手帳所持者  ＝   ）

手帳所持なし(N＝60）

【手帳別】

24.1 34.5 39.7     障害児（ ＝   ）

ある 少しある ない 不明・無回答

15.8 26.5      5.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害者全体（N＝959）
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障害理解を深めるために必要なことは、［わからない］を除くと、身体障害者手帳所持者、

療養手帳所持者、手帳所持なし、障害児で［学校での障害理解を深める教育］、精神障害者保

健福祉手帳所持者で［障害のある人の就労・就学などの支援］がそれぞれ最も高くなってい

ます。 

■障害理解を深めるために必要なこと（上位３位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）障害福祉施策全般について 

障害福祉施策で重点的に取り組んでほしいことは、身体障害者手帳所持者で［災害時の支

援］、療育手帳所持者、障害児で［障害のある人が働ける企業を増やす］、精神障害者保健福

祉手帳所持者、手帳所持なしで［経済的な援助の充実］がそれぞれ最も高くなっています。 

■障害福祉施策で重点的に取り組んでほしいこと（上位３位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

障害者 

障害児 

（N＝174） 
身体障害者手帳所

持者(N＝670） 

療育手帳所持者 

(N＝98） 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者 

(N＝100） 

手帳所持なし 

(N＝60） 

１ 
わからない

（30.3％） 

学校での障害理

解を深める教育

（36.7％） 

障害のある人の就

労・就学などの支

援（35.0％） 

学校での障害理

解を深める教育

（28.3％） 

学校での障害理

解を深める教育

（64.4％） 

２ 

学校での障害理

解を深める教育

（25.1％） 

障害のある人の就

労・就学などの支

援（35.7％） 

わからない

（34.0％） 
広報や冊子によ

る理解啓発 

わからない

（21.7％） 

障害のある人の就

労・就学などの支

援（49.4％） 

３ 

広報や冊子によ

る理解啓発

（21.3％） 

障害のある人の地

域活動への参加

（25.5％） 

学校での障害理

解を深める教育

（29.0％） 

広報や冊子によ

る理解啓発

（23.0％） 

 

 

障害者 

障害児 

（N＝174） 
身体障害者手帳所

持者(N＝670） 

療育手帳所持者 

(N＝98） 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者 

(N＝100） 

手帳所持なし 

(N＝60） 

１ 
災害時の支援

（35.1％） 

障害のある人が

働ける企業を増

やす（40.8％） 

経済的な援助の

充実（49.0％） 

経済的な援助の

充実（38.3％） 

障害のある人が

働ける企業を増

やす（52.9％） 

２ 

毎日の生活を手助

けするサービスの

充実（26.9％） 

グループホーム

の整備

（35.7％） 

障害のある人が

働ける企業を増

やす（48.0％） 

相談しやすい窓口

の設置（33.3％） 

就労を促進する

訓練や支援の充

実（46.6％） 

３ 
経済的な援助の

充実（25.7％） 

障害に対する理

解の促進 

入所施設やショー

トステイの整備 

（29.6％） 

障害に対する理

解の促進

（39.0％） 

毎日の生活を手助

けするサービスの

充実（28.3％） 

障害に対する理

解の促進

（40.8％） 
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７ ヒアリング調査結果 
 

本計画の策定にあたり、当事者や支援者により近い視点から障害福祉に関する現状や課

題などを把握し、施策検討、計画策定に活かすため、障害福祉サービス等事業所及び障害当

事者団体や障害児者の保護者団体、ボランティア団体などの障害福祉関係団体を対象にヒア

リング調査を実施しました。 

■調査の概要 

対象 調査期間 有効回収数 回収率 調査手法 

碧南市内で活動する 

障害者福祉に関する 

団体、事業所等 

令和２年 

６月１２日～

６月３０日 

１７団体 

２６事業所 

団体:７７．３% 

事業所:８３．９％ 

ヒアリングシート

の直接配布、 

直接回収 

 

 

（１）団体活動について ※団体のみへの設問 

団体が活動するにあたっての課題や問題点は、［新規メンバーの加入が少ない］が最も高

く、次いで［役員のなり手がいない］［メンバーが仕事・家事などで忙しい］となっていま

す。半分以上の団体で、新規メンバーの加入が少ないことが課題となっています。 

■団体が活動するにあたっての課題や問題点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52.9 

41.2 

29.4 

23.5 

23.5 

17.6 

17.6 

11.8 

0.0 

0.0 

0.0 

17.6 

0.0 

23.5 

0% 20% 40% 60%

新規メンバ の加入 少ない

役員のなり手 いない

メンバ  仕事・家事などで忙しい

 動 マンネリ化している

他の団体と交流する機会 乏しい

メンバ に世代などの偏り ある

 動メンバ の専門性 不足している

障害者のニ ズに合った 動をすること 難しい

会議や 動の場所の確保に苦労する

情報発信する場や機会 乏しい

 動資金 不足している

特に困ったことはない

その他

不明・無回答

全体（N=17）
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（２）事業所の運営について ※事業所のみへの設問 

円滑な事業運営を進めていく上での問題は、［従事者の確保が難しい］が最も高く、次い

で［事務作業量が多い］［従事者の資質向上を図ることが難しい］となっています。人材の

確保が多くの事業所の課題となっています。 

■円滑な事業運営を進めていく上での問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、事業所の新規参入や定員の拡充などのため行政として必要なことは、［サービスを

利用する障害者数の今後の見込みに関する情報の提供］が最も高く、次いで［サービス展開

のための土地・建物に関する支援や情報の提供］［新たな職員の確保に関する支援や情報の

提供］となっています。 

■今後、事業所の新規参入や定員の拡充などのため行政として必要なこと 
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（３）重点的に取り組むべき課題や不足しているサービスについて 

・グループホームの不足が課題となっていますが、従業員の確保が難しいなど、整備が進ま

ない状況となっています。 

・その他のサービスについては、居宅介護、生活介護、短期入所、相談支援、就労に関する

支援、移動支援、日中一時支援等が不足しているとあげられています。 

・障害児や保護者への支援については、子どもたちの居場所や未就園児の早期療育、中高生

への就労を意識した福祉サービス、保護者への支援等が求められています。 

・医療や教育、介護保険など、他の分野との連携や一貫性のある支援、緊急時の対応ができ

る関係づくりが、課題としてあげられています。 

・感染症対策など近年の状況も踏まえた適切な情報や、施策全般の見直しが必要、という意

見もみられました。 

 

（４）分野別の課題について 

① 保健・医療について 

・５歳児健診や障害判定の機関の充実や、医療機関との連携により、発達の遅れや障害の早

期発見が求められています。また、保護者同士がつながる仕組みづくりや、学齢期の療育、

作業訓練等の機関の充実が必要とされています。 

・障害児の健診について、健診段階からの相談体制との連携、障害に配慮した受診日程の設

定、健診時の情報提供などが求められています。また、障害があっても定期的な健診受診

ができること、障害者の体調をサポートする支援なども求められています。 

・医療体制の充実について、医療機関の障害理解の促進や、医療と福祉の連携が求められて

います。また、精神科の医療機関の不足が課題となっています。 

 

② 生活環境の整備について 

・市内の移動手段の充実や、公共施設のバリアフリー化の推進が課題となっています。 

 

③ 相談・情報提供について 

・相談支援について、当事者団体や相談員の関わりにより、情報入手や相談がしやすくなっ

たという意見がみられます。一方で、事業所を利用していない人や、当事者や保護者同士

のつながりがない人は情報が入りにくいといった意見もみられます。また、気軽に利用で

きる相談場所の充実、児童発達支援センター＊の設置等が求められています。 

・当事者団体でも相談支援が実施されていますが、相談自体が少ないといった意見もみられ、

周知が必要となっています。 
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・市内の事業者同士や、医療分野、地域の活動者など、様々な分野・機関との連携を促進し、

地域のネットワークを構築することが求められています。 

・情報提供について、必要な情報が気軽に入手できる体制や、日本語以外での情報提供など

が求められています。また、インターネットの活用や、筆談できる場の充実などにより、

以前よりも情報が得やすくなったという意見がある一方、情報のバリアフリー化の難しさ

を課題に感じているという意見もみられました。 

 

④ 住まい・住宅の確保について 

・グループホームの拡充を求める意見が多くみられます。親亡き後を懸念する声が多くあげ

られました。また、強度行動障害のある知的障害者、精神障害者等、様々な障害に対応し

た場が求められています。 

 

⑤ 雇用・就労について 

・就労定着支援の充実が求められています。長期的な雇用のために、定期的な企業との面談

等の機会が必要となっています。 

・市内での就労の場の充実が求められています。障害理解にもつながるカフェやレストラン

での就労や、農福連携など、多様な働く場の拡充が必要とされています。 

・福祉的就労や就労支援施設について、重度の障害者や知的障害者などを対象とした支援の

不足が課題となっています。安定的に運営できるような支援が必要とされています。 

・就労に関する情報について、学校に通ううちから保護者に提供してほしい、という意見が

みられます。 

 

⑥ 災害時の支援について 

・避難所について、障害者への配慮として、事前に検討・準備しておくことが求められます。

また事業所が避難所となっている場合は、行政との相互確認が必要とされています。 

・災害時の避難について、避難行動要支援者＊名簿に基づく対応の検討や、家族等への情報提

供が求められています。 

・防災訓練等を通じ、地域住民の障害理解を促進し、避難時に協力できる体制づくりが求め

られています。 
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⑦ 障害への理解と交流について 

・キャラバン隊、ハロウィンウォークといった機会で障害の有無に関わらず交流が進んでい

ますが、イベントや、フリースペース、カフェなど、多様な交流の場が求められています。 

・ボランティアを通じた交流が求められていますが、参加者が少ないことが課題としてあげ

られています。 

・福祉実践教室などで学校での障害理解の促進が図られています。 

・近所の人が事業所を見守ってくれている、行事などでの障害者への特別視が少なくなった

など、徐々に障害への理解が進んでいるという意見もみられます。 

 

⑧ 教育・保育について 

・インクルーシブ教育＊の推進が求められている一方で、特別支援学校の入学希望が多くなっ

ています。保護者のインクルーシブ教育＊への理解促進や支援者の育成など、受け入れ体制

の充実が求められています。 

・放課後等デイサービスや日中の預かりができるサービスの充実が求められています。 

・“保育所、幼稚園、児童発達支援“から“小学校、放課後等デイサービス“など、ライステージ

の変化に応じた切れ目のない支援の充実が必要となっています。 

 

⑨ スポーツ、文化芸術活動について 

・スポーツ、文化芸術活動に障害者が参加し、活躍できる機会や場の充実が求められていま

す。そのため、障害者向けの講座の実施や、講師の確保、施設の充実、情報提供等が課題と

なっています。 
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８ 前回計画の評価 

【第２期障害者計画】 

平成２４年に策定した［へきなん障害者ハーモニープラン］の取り組みを評価するため、

各施策や計画内容について、関係課等に調査を実施し、進捗状況を把握しました。評価の判

定区分はＡ～Ｄの４段階となっており、以下のような内容となっています。 

 

■評価の判定区分 

 

 

 

 

 

施策目標１ 日常の自立した暮らしを応援するために 

 ［施策目標１ 日常の自立した暮らしを応援するために］（８事業）の全体の評価は、Ａ評

価が５０．０％、Ｂ評価が５０．０％となっています。 

施策の方向性ごとにみると、［施策の方向性１ よりきめ細やかな相談支援体制の充実］（４

事業）では、Ａ評価、Ｂ評価が半数ずつとなっています。基幹相談支援センター＊の開設によ

り相談支援体制が充実するとともに、地域自立支援協議会での関係機関の連携が図られてい

ます。 

 ［施策の方向性２ 自立に向けた生活支援サービスの充実］（２事業）は、Ａ評価、Ｂ評価

が１つずつとなっています。基幹相談支援センター＊による人材育成や、精神障害者の居場所

づくりなど、サービス提供体制の整備が図られています。 

［施策の方向性３ 日常の暮らしの場としての多様な住まいの確保］（２事業）は、Ａ評価、

Ｂ評価が１つずつとなっています。ヒアリング調査等でも要望の高いグループホームについ

てニーズ調査を行い、現状把握を進めています。 

 

■施策目標１の評価（８事業） 

 

  

Ａ 順調に進んでいる 

Ｂ おおむね順調だが、改善の余地あり 

Ｃ 事業の大幅な改善が必要 

Ｄ 実施していない 

Ａ 50.0 Ｂ 50.0 

 0.0 
Ｄ 0.0 

（％）
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施策目標２ 日中活動の場の充実と可能性の探求のために 

 ［施策目標２ 日中活動の場の充実と可能性の探求のために］（１６事業）の全体の評価は、

Ａ評価が８１．３%、Ｂ評価が１２．５％、Ｃ評価が６．３％となっています。 

施策の方向性ごとにみると、［施策の方向性１ インクルーシブ（共に学び、共に育む）教

育の推進］（５事業）は、すべてＡ評価となっています。障害児相談支援事業や児童発達支援

ネットワーク事業等の実施により、地域の保育所や学校等に通う障害児への支援や、保護者

への相談支援、福祉事業所等と教育現場の連携などが進んでいます。 

 ［施策の方向性２ 雇用の促進］（５事業）は、Ａ評価が６割となっています。就労系サー

ビスの開設や、障害者就労相談支援事業の実施等、就労支援の充実が図られていますが、企

業による雇用を一層促進することが求められています。 

［施策の方向性３ 自己実現に向けたより豊かな就労への

支援］（４事業）は、すべてＡ評価となっています。地域自立

支援協議会に就労支援部会を設置し、就労系サービスの充実

や、障害者雇用に対する理解促進の検討を進めています。 

［施策の方向性４ 自立を支える多様な活動の場の充実］

（２事業）は、Ａ評価、Ｂ評価が１つずつとなっています。

地域自立支援協議会のこども部会で障害児の生活環境等につ

いての検討などが進められています。 

 

 

施策目標３ 多元的な支援による社会参加促進のために 

 ［施策目標３ 多元的な支援による社会参加促進のために］（５事業）の全体の評価は、Ａ

評価が８０．０％、Ｂ評価が２０．０％となっています。 

施策の方向性ごとにみると、［施策の方向性１ コミュニケーション等サービスの充実］（１

事業）は、Ｂ評価となっています。手話通訳者の設置及び派遣によるコミュニケーションの

支援や、市主催事業における合理的配慮を推進しています。 

［施策の方向性２ 社会活動力の向上に向けた社会参加へ

の支援］［施策の方向性３ 保健・医療・リハビリテーション

の充実］［施策の方向性４ 手当・医療費助成の充実］［施策

の方向性５ スポーツ・芸術文化活動・国際交流の推進］（各

１事業）はそれぞれすべて A 評価となっています。発達支援

係の創設や、地域移行に関する作業部会の設置などが進めら

れています。また、へきなん福祉センターあいくるが開設さ

れ、障害者がスポーツや文化芸術活動に参加する教室・講座

等が実施されています。  

■施策目標２（１６事業）の評価 

 

■施策目標３（５事業）の評価 

 

Ａ 81.3 

Ｂ 12.5 

 6.3 Ｄ 0.0 

（％）

Ａ 80.0 

Ｂ 20.0 

 0.0 
Ｄ 0.0 

（％）
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施策目標４ ひとにやさしいバリアフリーな社会を実現するために 

 ［施策目標４ ひとにやさしいバリアフリーな社会を実現するために］（３事業）の全体の

評価は、すべてＡ評価となっています。 

施策の方向性ごとにみると、［施策の方向性１ バリアフリ

ー・ユニバーサルデザインのまちづくり］［施策の方向性２ 

利用しやすくわかりやすい情報の提供］［施策の方向性３ 相

互理解と交流を通じた心のバリアフリー］（各１事業）がそれ

ぞれすべてＡ評価となっています。地域福祉推進会議の実施

により、障害者も含めた地域の支え合いの仕組みづくりや、

地域住民への障害理解の促進が図られています。また、福祉

実践教室やボランティア体験教室を通じて、障害への理解促

進の取り組みが進められています。 

 

 

 

施策目標５ 地域で育む福祉の推進を確かなものにするために 

 ［施策目標５ 地域で育む福祉の推進を確かなものにするために］（６事業）の全体の評価

は、Ａ評価が８３．３％、Ｂ評価が１６．７％となっています。 

施策の方向性ごとにみると、［施策の方向性１ 人権教育・人権啓発と権利擁護の推進］［施

策の方向性２ 地域ぐるみで取り組む福祉の推進］［施策の方向性３ 福祉人材・ボランティ

アの養成と確保］（各１事業）がそれぞれすべてＡ評価となっています。地域自立支援協議会

への権利擁護部会の設置や、成年後見支援センターの設置、碧南市虐待防止センターの開設

など、虐待防止や権利擁護に関する体制強化が図られています。 

［施策の方向性４ 災害時における障害のある方の支援体制の整備］（３事業）はＡ評価が

６割半ばとなっています。避難行動要支援者＊台帳の整備や、障害者災害時支援部会の設置に

よる市総合防災訓練への障害者の参加、介護保険施設と連携した防災訓練の実施が進められ

ています。 

 

  

■施策目標４（３事業）の評価 

 

■施策目標５（６事業）の評価 

 

Ａ 83.3 

Ｂ 16.7 

 0.0 
Ｄ 0.0 

（％）

Ａ 100.0 

Ｂ 0.0  0.0 
Ｄ 0.0 

（％）


